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２ 附属図書館の年間活動 

１．主要事業等の概要（平成２３年度） 

 
（１）図書館活性化プロジェクトの実施 
 平成20年度から「図書館を元気に」という目的で開始された「図書館活性化プロジェクト事業」

（別紙１）を平成23年度も実施した。 

初年度から実施している「北海道教育大学附属図書館懸賞論文」は学生の読書意識及び創作意を 
刺激し，思考表現及びその文章作成能力を向上させる新たな試みとして小説部門を設けた。 

 
（２）北海道教育大学学術リポジトリについて 

平成22年2月から公開している「北海道教育大学学術リポジトリ（HUE Repository）」 は平成

23年度末の登録数は2,210件となった。 
 

（３）中期目標・計画（図書館担当部分について 
  平成22年度から実施されている本学「第Ⅱ期中期目標・計画」の図書館担当部分の平成23年度

計画は、別紙２のとおり、具体的方策を実施した。また、図書館独自で実施した「第Ⅰ期中期目標・

計画（平成 16 年度～平成 21 年度）」を附属図書館自己評価専門委員会でまとめた自己点検評価報告

書を公開した。（http://s-opac.sap.hokkyodai.ac.jp/library/jicotenken/jikotenken-2.pdf） 
 

２．行事・会議等（平成２３年度） 

年 月 日 行  事 ・ 会  議（会 場 等） 
平成23年4月21日 

平成23年4月21日 

平成23年4月23日 

平成22年5月21日 

平成23年5月30日 

平成23年6月16日 

平成23年6月24日 

平成23年7月7－8日 

平成23年7月 6日 

平成23年7月22日 

平成23年7月27- 

8月4日 

平成23年8月19日 

平成23年8月26日 

平成23年10月6日 

平成23年10月20-21日 

平成23年10月25日 

平成23年11月25日 

平成23年12月 1日 

平成23年12月21日 

平成24年 2月 1日 

平成24年 1月20日 

平成24年 3月 9日 

平成24年 2月28日 

平成24年 3月 5日 

平成24年 3月16日 

平成24年 3月22日 

第１回紀要編集委員会（TV会議） 
第43回国立大学図書館協会北海道地区協会総会（北海道大学） 
第１回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委員会（北海道大学） 
第２回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委員会（北海道大学） 
第２回紀要編集委員会（TV会議） 
第58回国立大学図書館協会総会（グランドプリンスホテル広島：広島大学） 
第３回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委員会（北海道大学） 
第42回国立教育系大学図書館協議会研究部会（大阪教育大学） 
第１回図書館運営委員会（TV会議） 
第４回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委員会（北海道大学） 
 
図書館実習生受入（北海道武蔵女子短期大学） 
第54回北海道地区大学図書館職員研究集会（北海道教育大学札幌校） 
第61回北海道地区大学図書館協議会総会（日本赤十字北海道看護大学） 
第5回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委員会（北海道大学） 
第44回国立教育系大学図書館協議会総会（京都タワーホテル：京都教育大学） 
第３回紀要編集委員会（TV会議） 
図書館体験学習（附属札幌中学） 
第４回紀要編集委員会（TV会議） 
第２回図書館運営委員会（TV会議） 
平成23年度附属図書館懸賞論文審査委員会（TV会議） 
第１回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委員会（札幌市立大学） 
第２回北海道地区大学図書館職員研究集会企画委員会（札幌市立大学） 
第４回北海道教育大学附属図書館懸賞論文優秀賞授与式（札幌校） 

〃              （函館校） 
〃              （釧路校） 
〃              （旭川校） 

 
 
 
 

―３― 



別紙１ 

 -

◎ 平成２３年度「図書館活性化プロジェクト」一覧  

平成 20 年度から開始した「図書館活性化プロジェクト」は，図書館の活性化を図り，学生の図書館利用を促進すること

を目的として，毎年企画し実施しています。(       は新規事業） 

 

プロジェクト名 目  的 内          容 実施期間 実施館

第４回附属図書

館懸賞論文 

学生自身による読

書意欲・思考・表現

の涵養 

 

課題等： ①図書館所蔵の図書を読み，小論文も

しくは感想文（3,000字以上）を作成

する 

     ②短編小説（5,000 字以上）を作成す

る 

応募総数：４７編 

優秀賞： 3編（賞状及び副賞：図書カード５万

円分） 

佳 作： 4編（賞状及び副賞：図書カード２万

円分） 

平成23年 10月 3

日～ 

平成 24 年 1 月 9

日 

附属図

書館 

実施場所： 紀伊國屋札幌駅前店，MARUZEN&ジュ

ンク堂札幌店 

参加人数：延べ３６名（計６回実施）  

その他： 一般に加えゼミ選書ツアーも開始。 

参加者は選書の推薦コメントを作成し

て，選書図書ともに展示する。 

平成23年 

11月～12月 

札幌館

実施場所： 加藤栄好堂三原店，三省堂書店函館

営業所川原店 

参加人数：延べ１２名（計２回実施）  

その他： 参加者は選書の推薦コメントを作成

して，選書図書ともに展示する。 

平成23年7月 

函館館

実施場所： MARUZEN&ジュンク堂旭川店 

参加人数： 延べ１３名（計２回実施） 

その他： 参加者は図書の推薦コメントを作成

して，選書図書ともに展示する。 

平成23年11月 

旭川館

実施場所： コーチャンフォー釧路店 

参加人数： 延べ１７名（計３回実施） 

その他： 参加者は図書の推薦コメントを作成

して，選書図書ともに展示する。 

平成23年11月 

釧路館

学生による選書

ツアー 

 

学生が読みたい本

を直接書店で選書

して推薦コメント

等も作成し，図書館

に対する興味と意

識を高める 

実施場所： MARUZEN&ジュンク堂札幌店 

参加人数： ７名（１回実施） 

その他： 札幌館と合同開催。参加者は図書の

推薦コメントを作成して，選書図書と

もに展示する。 

平成23年 

12月 

岩見沢

館 

New

 4 - 
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 -

読書指導の達人

講座 

学校図書館の利用

方法及び読書指導

に必要な実践的技

術の修得機会を提

供する 

実施場所： 札幌館閲覧室内グループ視聴覚室 

参加人数： 延べ３６名 

内  容： 学校図書館の利用方法，読み聞か

せ，ブックトーク，アニマシオン及び

ストーリーテーリング等の読書指導

実践内容のワークショップを，１回90

分で計４回実施 

平成23年 

11月～12月 

札幌館

 

 

読書会 

読書への関心を呼

び覚まし，個々の

読書体験の共有の

場となり，また更

なる読書へのきっ

かけともなる活動

を目指す。 

実施場所： 札幌館閲覧室内グループ視聴覚室 

参加人数： １５名 

内  容： 取り上げた作品について，参加者

の感想，意見，印象等の交換の場

として，講師が整理やコメントを

行いながら進行する。参加者同士

が自由な意見を述べたり，読者と

して共有の話題を深めることがで

きる。 

平成23年11月24

日（木） 

札幌館

ブックカフェ 

in ASAHIKAWA 

本や図書館をより

身近なものとして

親しんでもらうた

め，学生ホールでカ

フェ形式により，講

演及び各種イベン

トを実施 

実施場所：学生ホールフリースペース 

参加人数：４５名 

内  容：「夜空を見上げて～星空の楽しみ方」 

（ナビゲータ関口朋彦准教授） 

 

 

 

平成23年12月 

New

旭川館
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学生サポーター 

図書館利用促進に

関する企画や運営

補助，図書館サー

ビスの改善アイデ

ア等といったサポ

ーター活動を通

じ，図書館の学習

支援の充実を目的

とする。また，利

用者との協働活動

によるコミュニテ

ィの形成及び，参

加者自らの図書館

リテラシー能力、

コミュニケーショ

ン能力の向上を図

る。 

・図書館改善のためのアドバイス 
・学生の意見を取り入れた企画立案，運営及

び広報補助 
・学生サポーターによる選書，選書本コーナ

ー等の設置 
・ポスター，チラシ等の作成 
・論文（レポート）作成支援，文献検索支援，

全館 

PC 利用者補助者，ガイダンス補助者として

の活動 
・学習支援の具体案の立案 
 

 

 

 

 

 

 

 

New

 



別紙２ 

★ 北海道教育大学第Ⅱ期中期目標・計画の図書館担当について 

 

   昨年度設定した第Ⅱ期中期目標・計画図書館担当は次のとおりである。 

第Ⅱ期北海道教育大学中期目標・計画（図書館担当個所抜粋） 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
１ 教育に関する目標 
（２）教育の実施体制等に関する目標 

③ 自学・自習環境を中心に教育環境を充実させる。 
○中期計画番号 12 

学生の自学・自習を推進するため，図書館の蔵書・学習環境等を整備し，学習支援
の場としての図書館を充実させる。 

  上記中期目標・中期計画のもとに，平成 23 年度年度計画および具体的方策を次のと

おりとした。 

○平成23年度年度計画 

図書館学生サポーター制度を設け，図書館による学習支援を充実させる。 

○具体的方策 

図書館利用促進に関する企画や運営補助，学生の目でみた図書館サービスの改善アイ

デアの提案等を行う図書館学生サポーター制度を設けることにより学習支援の充実を

図る。また，昨年度の施策に基づき各構成館で収書方針を定め，収書委員会で図書館

に備え付ける図書を選定することにより学習支援の場としての図書館の充実を図る。

 

 平成23年度の年度計画の実施状況は以下のとおりである。 

各構成館において，図書館学生サポーター制度を導入し，サポーター自らあるいは職

員と協働で各種イベントの企画や活動を行った。それらの企画や活動に学生サポータ

ーが関わることにより，学生の視点を反映させたイベントとなり，利用者である他の

学生の関心を惹きつけ，図書館利用が促進されるなど，学習支援の充実が図られた。 

図書館学生サポーターによる，「授業で使う文献の充実」，「MS Officeの入ったパソ

コンの貸出」，「館内の案内表示変更」，「館内持ち込みパソコンの電源用延長コード配

備」等，学生の目でみた図書館サービスの改善アイデア案を実現することにより学習

支援の充実が図られた。 

各構成館で定めた収書方針に従い，収書委員会で図書館に備え付ける図書の選定・

収集を行い，学習支援の場としての図書館の充実を図った。札幌館では「表象文化論」

や「英語教材」などの特定テーマについての選書，函館館では各専攻及び幅広い分野

からの選定，釧路館では釧路校で重視されている環境教育に役立つ図書を中心に選書

するなど，各構成館で特色を持たせた選書が行われた。 
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３ 組 織・運 営 

 

平成24年4月1日現在 
（２）事務組織  
 

学 術 情 報 室 
学術情報グループ 

函 館 校 室 
学術情報グループ 

旭 川 校 室 
学術情報グループ 

事  務  局  長 

函館校室事務長 

学術情報室長 

釧 路 校 室 
学術情報グループ 

旭川校室事務長 

釧路校室事務長 

岩見沢校室事務長 
岩 見 沢 校 室 
学術情報グループ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附属図書館運営委員会 

札 幌 館 長 

函 館 館 長 

札幌館運営委員会 

旭 川 館 長 

釧 路 館 長 

岩見沢館長 

函館館運営委員会 

旭川館運営委員会 

釧路館運営委員会 

附属図書館長 

岩見沢館運営委員会 

１．組 織 

（１）附属図書館組織  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．図書館運営委員会 

 

構 成 員 職 名 等 氏      名 任    期

委 員 長 附属図書館長・教授・副理事 芝 木 邦 也 23. 4.1～ 

札幌館長・教授 西 原 千 博 24. 4.1～26. 3.31

函館館長・教授 杉 浦 清 志 24. 4.1～26. 3.31

旭川館長・教授 奥 山 哲 郎 23. 4.1～25. 3.31

釧路館長・教授 大 木 文 雄 24. 4.1～26. 3.31

岩見沢館長・教授 岡 嶋  恒 24. 4.1～2+. 3.31

札幌校・准教授 齊 藤 昌 善 24. 4.1～26. 3.31

函館校・教授 奥 野 正 義 24. 4.1～26. 3.31

旭川校・准教授 千 葉 胤 久 24. 4.1～26. 3.31

釧路校・教授 池 田 保 夫 24. 4.1～26. 3.31

岩 見 沢 校 ・ 教 授 南 聡 24. 4.1～26. 3.31

委 員 

学 術 情 報 室 長 小 川 邦 彦  

 

 
―７― 

３．職員数                  

 

職員 非常勤職員

  
司書・ 

※ 

司書補

そ

の

他

小計 司書・ 

司書補 

そ

の

他

合計

時間外

開館担

当要員

室   長   1  1     1   

副 室 長 1  1     1   

総括係長 1  1     1   

学術情報グループ 3  3  4   7 6 

学
術
情
報
室 

小   計 5 1  6  4   10 6 

函館校室学術情報グループ 2  2    2 4 7 

旭川校室学術情報グループ 1 1  2    2 4 6 

釧路校室学術情報グループ  2  2    2 4 7 

岩見沢校室学術情報グループ 1 1  2  2  1 5 6 

合    計 9 5  14  6  7 27 32 

         

 ※国家公務員採用中級試験（図書館学）採用者を含む 

 



                                                 　  　　　　　

札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 合　　 計

6,374 3,634 4,206 3,248 2,308 19,770

1,836 293 727 525 297 3,678

1,533 1,426 1,162 997 771 5,889

686 756 0 0 0 1,442

531 460 377 362 301 2,031

26 0 0 34 0 60

811 730 705 580 476 3,302

1,686 455 162 1,459 423 4,185

2,296 0 0 0 0 2,296

1,056 0 0 0 123 1,179

0 0 0 0 0 0

16,835 7,754 7,339 7,205 4,699 43,832

19,210 880 5,776 2,427 4,499 32,792

1,445 0 0 0 0 1,445

10,156 6,358 5,427 6,036 5,829 33,806

0 484 0 0 134 618

30,811 7,722 11,203 8,463 10,462 68,661

47,646 15,476 18,542 15,668 15,161 112,493

印  　　刷  　　製 　 　本　　  費

　合　　　　　　　  　　　　　　　　計

運
営
費

賃   　　金　  　・　　  謝　　   金

そ       　　　　の　　　　       他

　小　　　　　　　         計

区　　　       　　     分

学　　　生　　　用　　　図　　　書

参　　　   考　　　   図　 　　  書

図
書
館
資
料
費

そ       　　　　の　　　　       他

平成23年度(単位：千円)

視　　　聴　　　覚　　　資　　　料

教　　　　　　　 科 　　　　　　　書

電　  子 　ジ 　ャ 　ー 　ナ 　ル

・研究室購入経費は含まない。

－８－

逐 次 刊 行 物

 国 内 雑 誌

 外 国 雑 誌

 新         聞

 追   録   等

各　 種 　デ　ー　タ　ベ　ー　ス

　小　　　　　　　         計

物       　　　　件　　　　       費

４　経費











 
６ 利用案内 

 
１．開館時間及び休館日 ２．資料の閲覧・貸出 

 
資料の貸出 

利用者区分 
貸出冊数 貸出期間 

学部学生等 10 冊以内 14 冊以内 

大学院生等 20 冊以内 30 冊以内 

教職員等 20 冊以内 30 冊以内 

利用を申し出た 
学外者 

5 冊以内 14 冊以内 

 

 
開 館 時 間 

 月曜日～

金曜日 
土・日曜日 
・祝日 

休 館 日 

札 幌 館 

函 館 館 

旭 川 館 

釧 路 館 

８：３０～ 
  
２２：００ 

岩 見 沢 館 ８：３０～ 
２１：００ 

１０：００

～ 
１７：００ 

年末・年始 
(12/29 ～

1/3），入学

試験日，そ

の他図書整

理・行事等

による臨時

休館 

 
 
３．各種サービス 
 

区  分 サ ー ビ ス 概 要 

利用案内，参考調査 館内及び資料の利用案内，読書相談，目録検索，文献調査援助 

文献複写 所蔵していない資料の複写及び図書の相互貸借等のサービス 

相互利用 他大学図書館，研究機関等へ閲覧・貸出・文献複写の依頼，受付 

マイライブラリ 学生及び教職員については，ホームページ上で図書の借用状況の照会，文

献取り寄せの申込みが可能（※要利用申請） 

情報検索ガイダンス 図書館で提供しているデーターベースや電子ジャーナルの利用方法，文献

検索に関するガイダンスを実施 

電子ジャーナル及び

データーベース 
電子ジャーナル及びデーターベースについて，館内及び全キャンパス

内の PC から利用可能 

一般市民への公開 一般市民の調査・研究・学習等を支援するための館内閲覧，館外閲覧，情

報検索及び参考調査等の利用サービス 

Web 貸出サービス 北海道内学校勤務教員（小中学校，高等学校，幼稚園，特別支援学校）対

象の郵送等による資料の貸出サービス 
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１．利用対象者数　（平成２４年５月１日現在） ２．開館日数（平成２３年度）

区　　分 札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館

学部 5,276 (4) 平日開館 237 231 234 238 235

大学院 270 (18) 夜間開館 234 229 228 235 238

教職大学院 94 土曜開館 47 45 44 48 43

養護教諭特別別科 22 日曜・祝日開館 58 54 57 60 55

研究生 16 (13) 開館総日数 342 330 335 346 333
科目等履修生（学部） 41
科目等履修生（大学院） 2

特別聴講生 48 (47) ３．入館者数（平成２３年度）

小計 5,769 (84) 区　　分 札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 合　計

教員，役員 561 平　　日 67,343 40,288 45,703 32,739 15,859 201,932

教員（非常勤） 647 夜　　間 9,442 17,085 13,657 11,824 15,572 67,580

事務系職員 348 土　　曜 2,405 2,348 2,566 2,759 587 10,665

小計 1,556 日曜・祝日 2,671 2,782 3,592 3,507 797 13,349

7,325 (84) 合　　計 81,861 62,503 65,518 50,829 32,815 293,526

（）は外国人留学生で内数

４．館外貸出（平成２３年度）

貸出者数 貸出冊数 貸出者数 貸出冊数 貸出者数 貸出冊数 貸出者数 貸出冊数 貸出者数 貸出冊数

札幌館 916 3,538 6,986 16,076 730 2,307 481 1,403 9,113 23,324

函館館 441 1,330 7,728 18,201 387 1,153 588 2,046 9,144 22,730

旭川館 542 1,219 7,559 19,116 605 1,893 533 1,378 9,239 23,606

釧路館 467 1,738 5,225 13,642 211 940 857 2,384 6,760 18,704

岩見沢館 192 490 3,769 7,077 318 731 98 289 4,377 8,587

合　　計 2,558 8,315 31,267 74,112 2,251 7,024 2,557 7,500 38,633 96,951

５．参考業務利用件数（平成２３年度）

教職員 学生 院生 学外者 計 文献所在調査 事項調査 利用指導 その他 計

札幌館 16 728 86 17 847 35 10 801 1 847

函館館 103 941 18 259 1,321 396 45 880 238 1,559

旭川館 55 307 41 307 710 598 56 683 0 1,337

釧路館 18 156 4 248 426 95 11 123 197 426

岩見沢館 9 299 12 24 344 79 16 274 0 369

合計 201 2,431 161 855 3,648 1,203 138 2,761 436 4,538

６．文献複写件数（平成２３年度）

大学図書館 その他 大学図書館 その他

札幌館 441 254 695 875 56 989 84 2,004 2,699

函館館 212 372 584 291 18 986 83 1,378 1,962

旭川館 211 256 467 291 19 459 46 815 1,282

釧路館 178 151 329 217 9 406 30 662 991

岩見沢館 99 73 172 154 2 119 5 280 452

合計 1,141 1,106 2,247 1,828 104 2,959 248 5,139 7,386

７．図書館相互貸借・文献複写枚数（平成２３年度）

貸出冊数 借受冊数 合計 貸出冊数 借受冊数 合計 受付 依頼

札幌館 503 681 1,184 138 108 246 9,424 10,084

函館館 375 535 910 108 157 265 3,793 7,560

旭川館 326 482 808 87 139 226 2,445 5,841

釧路館 461 341 802 99 130 229 2,693 3,642

岩見沢館 291 74 365 80 10 90 1,676 1,335

合計 1,956 2,113 4,069 512 544 1,056 20,031 28,462

-１４-

合計

人　　　　数

学
生
数

教
職
員
数

区分

館別

学内 学外

館別

学外者 合　　計

館別
利用者別内訳 業務内容別内訳

館別
教職員 学生 院生

学内 学外 文献複写（枚数）

合　計
受付件数 依頼件数 合計

受付件数 依頼件数
計

7　利用状況



１．分類別蔵書冊数 平成２４年３月３１日現在

札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 計 合計

０００ 和書 34,362 30,179 14,566 16,413 11,194 106,714

総　記 洋書 3,303 1,347 7,938 4,507 2,238 19,333

１００ 和書 14,803 15,132 12,023 11,131 7,917 61,006

哲　学 洋書 3,729 2,699 3,285 2,088 1,093 12,894

２００ 和書 25,286 19,512 17,045 19,937 9,598 91,378

歴　史 洋書 2,114 1,381 1,638 1,482 784 7,399

３００ 和書 70,229 48,419 48,176 51,989 37,179 255,992

社　会 洋書 9,058 5,263 4,499 3,631 1,917 24,368

４００ 和書 25,575 16,691 20,273 19,620 12,157 94,316

自　然 洋書 5,068 2,569 3,427 1,934 1,199 14,197

５００ 和書 7,576 7,123 4,928 6,093 3,625 29,345

工　学 洋書 856 177 226 257 180 1,696

６００ 和書 6,406 4,364 3,311 4,008 2,877 20,966

産　業 洋書 498 94 136 110 94 932

７００ 和書 12,777 12,264 12,512 11,505 19,311 68,369

芸　術 洋書 1,839 1,121 799 586 2,152 6,497

８００ 和書 10,113 8,398 5,651 6,805 3,614 34,581

語　学 洋書 4,599 3,927 1,568 1,793 1,347 13,234

９００ 和書 26,804 27,647 20,317 26,179 13,686 114,633

文　学 洋書 5,004 4,968 2,729 3,574 2,113 18,388

和書 233,931 189,729 158,802 173,680 121,158 877,300

洋書 36,068 23,546 26,245 19,962 13,117 118,938

計 269,999 213,275 185,047 193,642 134,275 996,238

２．図書受入冊数（平成２３年度）

購入 寄贈 その他 購入 寄贈 その他

札幌館 3,614 337 0 355 77 0 4,383

函館館 2,232 1,277 0 47 56 0 3,612

旭川館 2,142 216 0 82 55 0 2,495

釧路館 2,675 1,427 0 17 29 0 4,148

岩見沢館 735 848 0 2 461 0 2,046

合計 11,398 4,105 0 503 678 0 16,684

３．雑誌所蔵種類数 平成２４年３月３１日現在 ４．雑誌受入種類数（平成２３年度）

購入 寄贈・その他 購入 寄贈・その他

札幌館 8,067 895 8,962 札幌館 301 495 63 20 879

函館館 5,812 856 6,668 函館館 238 679 49 29 995

旭川館 5,030 662 5,692 旭川館 251 465 31 4 751

釧路館 4,777 517 5,294 釧路館 201 719 18 25 963

岩見沢館 3,921 344 4,265 岩見沢館 119 373 17 15 524

合計 27,607 3,274 30,881 合計 1,110 2,731 178 93 4,112

５．受入新聞種類数 平成２４年３月３１日現在

購入 寄贈・その他 購入 寄贈・その他

札幌館 14 3 1 1 19

函館館 10 1 3 1 15

旭川館 7 3 1 11

釧路館 9 1 4 14

岩見沢館 8 1 1 10

合計 48 9 10 2 69

区分

133,021

996,238合　計

126,047

73,900

98,777

280,360

21,898

74,866

108,513

31,041

館別
和書 洋書

合計

47,815

館別
外国語日本語

合計

－１５－

合計館別 和雑誌 洋雑誌 合計 館別
和雑誌 洋雑誌
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６．視聴覚機器保有台数

平成２４年３月３１日現在

機　器　名 札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 合計

ＣＤ－ＲＯＭシステム 1 1

ＣＤ・ＬＤ装置 7 5 3 3 8 26

リーダープリンター 1 1 2

テープレコーダー 3 1 1 1 6

ビデオレコーダー 7 4 2 3 2 18

スライドプロジェクター 3 3

ボディソニック 1 1

ＤＶＤプレーヤー 5 4 3 3 4 19

ブルーレイプレーヤー 2 3 1 6

大型モニター 1 1 2

平成２４年３月３１日現在

資　料　名 札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 合計

マイクロフィルム 18 1 4 23

マイクロフィッシュ 3 2 5

カセットテープ 35 2 54 31 2 124

ビデオテープ 435 1,201 862 754 849 4,101

スライド 31 1 32

ＣＤ・ＬＤ 174 848 212 393 1,397 3,024

ＤＶＤ 565 1,068 759 1,104 909 4,405

ブルーレイ 31 31

レコード 7 363 370

３５mmフィルム 11 11

合計 1,261 3,121 1,925 2,282 3,537 12,126

(1)　電子ジャーナル

EBSCOhost 約 800タイトル

ＳｐｒｉｎｇｅｒＬｉｎｋ 約3,100タイトル Springer社刊行の電子ジャーナル

ＳｃｉｅｎｃｅＤｉｒｅｃｔ 約2,700タイトル エルゼビア社刊行の電子ジャーナル

(2)　オンラインデータベース＆電子ブック

ジャパンナレッジ

　オンライン事典のほかに、東洋文庫や新編日本古典文学全集・週刊エコノミストなどの書籍・雑誌記事も収録

International Encyclopedia of Education (Third Edition)

　教育学に関する24領域1,350項目が収録されている国際教育百科事典(2010年刊)

(3)　新聞データベース

北海道新聞記事データベース

聞蔵Ⅱビジュアル（朝日新聞記事データベース）

－１６－

Professional Development Collection（教育学：730誌）

General Science Collection（自然科学：77誌）

ERIC（教育学）

８．電子出版資料

７．視聴覚資料所蔵タイトル数





 

   

９ 研 修 等 

  

平成２３年度学外各種研修等の受講状況 
 

名 称 目   的 期   間 主催 ・ 実施 受講者数 

国立教育系大学図

書館協議会研究部

会 

教育系大学附属図書館員の資

質を高め，図書館業務の円滑化

並びに運営の向上を図る 

 

平成23年7月7日 

       ～7月8日 

  

全国国立教育系大学

附属図書館協議会 

 

会場：大阪教育大学 

札幌館１名 

目録システム講習

会 

（図書コース） 

 

平成23年度は，最新のＷｅｂ技

術やコンテンツ，サービスに関

する知識と技術を知るための

研修とし，それらを活用した新

たな学術情報の提供・発信サー

ビスの企画力を身に付ける契

機とする 

 

 

平成23年8月3日 

       ～8月5日 

国立情報学研究所 

 

会場：名古屋大学 

札幌館１名 

著作権セミナー 

著作権に関する基礎的な理解

を深め，もって著作権制度の知

識や意識の向上を図る 

 

平成23年8月9日 

 

文化庁，青森県 

会場：ウェディング

プラザアラスカ 

 

札幌館１名 

 

北海道地区大学図

書館職員研究集会 

北海道地区大学図書館職員の

資質を高め，図書館 業務の円

滑化並びに運営の向上を図る 

 

平成23年8月19日 

 

北海道地区大学 

図書館協議会 

 

会場：北海道教育大

学 

札幌館３名 

函館館１名 

旭川館１名 

釧路館１名 

岩見沢館１名

図書館等職員著作

権実務講習会 

図書館等の職員に対し実務に

必要な著作権に関する知識を

修得させる 

平成23年8月31日 

～9月2日 

文化庁 

会場：京都大学 
岩見沢館１名

北海道図書館大会 

 

北海道内の図書館関係者等が

館種を超えて一堂に会し，当面

する今日的課題について研究

協議を行い，共通理解を深める

ことで，多様化する社会の要求

に応えるための図書館活動の

充実と発展に寄与する 

 

 

平成23年9月1日 

～9月2日 

 

北海道図書館振興協

議会他 

 

会場：藤女子大学 

 

札幌館２名 

図書館総合展 

フォーラム 

 

図書館関係者及び学術情報利

用者に対し，講演，シンポジウ

ム，ワークショップ等の総合フ

ォーラムを開催して，“図書館

の今後”について共に考え，

「新たなパートナーシップ」の

構築に取り組む 

 

平成23年11月10日 

～11月11日 

図書館総合展運営委

員会 

 

会場：横浜 

札幌館１名 
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１．附属図書館長 ３．函館館長（函館分館長）

代 氏名・在職期間 所属・職名 代 氏名・在職期間 所属・職名 代 氏名・在職期間 所属・職名

那　須　常　正 札・教授
  昭25. 7.31～ 32. 5.31 金　子　一　郎 教　　授 加　賀　榮　治 教　　授
山　崎　久　蔵  〃   昭42.4.1～ 45. 3.31  昭27. 5. 1～28. 3.31 

   32. 6. 1～  34. 3.31 宮　本　　實 〃 伊　藤　貫　一 〃
河　野　広　道  〃   45. 4.1～  46. 3.31  28. 4. 1～  34. 4.30

   34. 4. 1～  37. 3.30 原　崎　　　正 〃 渡　邊　　　茂 〃
浅　井　盛　人  〃   46. 4.1～  47. 3.31  34. 5. 1～  37. 4.30

   37. 3.31～  39. 3.30 杉　森　正　彌 〃 外　山　定　男 〃
岡　野　　　猛  〃   47. 4.1～  48. 3.31  37. 5. 1～  38. 4.30

   39. 3.31～  41. 3.30 谷　口　富三郎 〃 押　手　　　敬 〃
石　澤　三　郎  〃   48. 4.1～  50. 3.31  38. 5. 1～  40. 4.30

   41. 3.31～  45. 3.30 竹　内　　　恭 〃 清　水　　　清 〃
舩　山　謙　次  〃   50. 4.1～  51. 3.31  40. 5. 1～  44. 4. 1

   45. 3.31～  46. 8.27 谷　本　一　之 〃 佐　藤　英　吉 〃
舩　山　謙　次 学　　長   51. 4.1～  52. 3.31  44. 4. 1～  45. 3.31

   46. 8.27～  46.10.20 奈良部　　　理 〃 舟　越　芳　男 〃
齊　藤　二　郎 岩・教授   52. 4.1～  55. 3.31  45. 4. 1～  49. 3.31

   46.10.20～  48.10.19 藤　川　　　基 〃 叶　　　長太郎 〃
舩　山　謙　次 学　　長   55. 4.1～  56. 3.31  49. 4. 1～  53. 3.31

   48.10.20～  48.11.16 安　藤　忠　吉 〃 澤　村　浩　光 〃
柏　村　一　郎 岩・教授   56. 4.1～  57. 3.31  53. 4. 1～  57. 3.31

   48.11.16～  50.11.15 関　谷　嵐　子 〃 鈴　木　正　義 〃
小　泉　　　弘 札・教授   57. 4.1～  58. 3.31  57. 4. 1～  61. 3.31

   50.11.16～  52.11.15 春日井　　　昭 〃 安　東　璋　二 〃
西　田　秀　夫 岩・教授   58. 4.1～  59. 3.31  61. 4. 1～ 平2. 3.31

   52.11.16～  56.11.15 畑　　　雅　勝 〃 田　村　光　規 〃
村　山　　　登  〃   59. 4.1～  60. 3.31  平2.4. 1～   6. 3.31

   56.11.16～  60.11.15 十　亀　昭　雄 〃 新　里　光　代 〃
岡　本　次　郎 札・教授   60. 4.1～  61. 3.31   6. 4. 1～  10. 3.31

   60.11.16～  62.11.15 古　川　俊　英 〃 高　木　重　俊  〃
瀧　波　　　武  〃   61. 4.1～  62. 3.31  10. 4. 1～  12. 3.31 

   62.11.16～平元. 3.31 石　井　　　仁 〃 今　井　憲　一 〃
笹　嶋　勇治郎 岩・教授   62.4. 1～ 平元.3.31  12. 4. 1～  14. 3.31

  平元. 4. 1～  5. 3.31 小  島  喜  孝 〃 高　木　重　俊  〃
桒　山　弥壽男  〃   平元.4.1～  2. 3.31  14. 4. 1～  16. 3.31

    5. 4. 1～   7. 3.31 三  谷  將  之 〃
藤　根　信　章  〃   2. 4. 1～   3. 3.31 夏　井　邦　男 教　　授
    7. 4. 1～   9. 3.31 小  松　淑　郎 〃  16. 4. 1～  18. 3.31

櫻　井　兼　市 旭・教授   3. 4. 1～   5. 3.31 佐々木　　馨 〃
    9. 4. 1～  11. 3.31 大　黒　静　治 〃  18. 4. 1～  22. 3.31

君　　　尹　彦 札・教授   5. 4. 1～   6. 3.31 上　山　恭　男 〃
   11. 4. 1～  14. 3.31 田  中　豪　一 助　　手  22. 4. 1～  24. 3.31

本　間　謙　二 旭・教授   6. 4. 1～   7. 3.31 杉　浦　清　志 〃
   14. 4. 1～  16. 3.31 山　下　克　彦 教　　授  24. 4. 1～

本　間　謙　二 理　　事   7. 4. 1～   9. 3.31

   16. 4. 1～  18. 3.31 富　田　　　勤 〃
辻　井　義　昭 副 理 事   9. 4. 1～  10. 3.31

   18. 4. 1～  19. 8.26 岡　崎　　　隆 〃
山　本　光　朗 副 理 事  10. 4. 1～  11. 3.31

   19. 8.27～  23. 3.31 三　谷  將　之 〃
芝　木　邦　也 副 学 長  11. 4. 1～  12. 3.31

   23. 4. 1～  大　津  和　子 〃
 12. 4. 1～  13. 3.31

高　柳      滋 〃
 13. 4. 1～  14. 3.31

渡　部　英　昭 〃
 14. 4. 1～  16. 3.31

本　間　謙　二 理  　 事
 16. 4. 1～  18. 3.31 附属図書館長

辻　井　義　昭 副 理 事
 18. 4. 1～  19. 8.26 附属図書館長

山　本　光　朗
 19. 8.27～  23. 3.31

芝　木　邦　也 副 学 長
 23. 4. 1～  24. 3.31 附属図書館長

西　原　千　博 教　　授
 24. 4. 1～  

－１９－

現

15

16

17

函館館長

18

19

20

11

12

13

14

31

32

現

〃

28

16

17

18

19

函館分館長

初　　代

2

3

20

21

22

23

30

24

25

26

27

札幌館長

29

13

14

15

8

9

10

11

初　　代

2

3

12

5

6

7

(事務代理)

初　　代

2

3

4

21

22

15

16

17

18

19

14

8

(事務取扱)

20

9

10

２．札幌館長（札幌分室運営委員長）

8

9

10

4

5

6

7

札幌分室運営委員長

23

現

4

5

6

7

11

12

13

１0　歴代館長・構成（分）館長及び室（事務）長



４．旭川館長（旭川分館長） ５．釧路館長（釧路分館長）

代 氏名・在職期間 所属・職名 代 氏名・在職期間 所属・職名 代 氏名・在職期間 所属・職名

坂　本　富貴雄 教　　授 岩清水　　　尚 教　　授 戸　水　　　良
  昭28.11. 1～ 33. 4. 9   昭27. 5. 1～ 34. 3.31   昭25. 9.30～ 27.12.31 

高　田　秀　次 〃 徳　宿　太　重 〃 那　須　常　正 附属図書館長

  33. 4.10～  37. 3.31   34. 4. 1～  39. 3.31   28. 1. 1～  28. 3.31

土　田　知　雄 〃 奥　田　直　登 〃 酒　井　義　章
  37. 4. 1～  43. 3.31   39. 4. 1～  43. 3.31   28. 4. 1～  36. 6.30

佐　藤　日　吉 〃 田　中　瑞　穂 〃 湊　　　盤　雄
  43. 4. 1～  43. 6.30   43. 4. 1～  52.11. 1   36. 7. 1～  41. 6.30

高　坂　直　之 〃 古　川　史　郎 〃 小　倉　幹　夫
  43. 6.30～  47. 6.29   52.11. 1～  58. 6. 1   41. 7. 1～  43. 8.15

奥　天　栄　二 〃 岡　崎　由　夫 〃 長谷川　　　基
  47. 6.30～  52. 4. 1   58. 6. 1～  60. 5.31   43. 8.16～  47. 3.31

上　條　雄　也 〃 錦　谷　　　禎 〃 笹　原　義　雄
  52. 4. 2～  54. 4. 1   60. 6. 1～  62. 3.31   47. 4. 1～  48. 9.28

佐々木　幸　一 〃 三　宅　信　一 〃 吉　留　和　夫
  54. 4. 2～  58. 4. 1   62. 4. 1～  63.12.31   48. 9.29～  49. 3.31

板　津　邦　夫 〃 本　多　正　孝 〃 小　川　　　博
  58. 4. 2～平 元. 4. 1   64. 1. 1～平 4.12.31   49. 4. 1～  51. 3.31

上　岡　　　宏 〃 鈴　木　史　朗 〃 菅　野　利　光
  平元. 4. 2～   7. 4. 1    5. 1. 1～   8. 3.31   51. 4. 1～  54. 3.31

長谷川　俊　雄 〃 明　神　もと子 〃 野　村　信　夫
   7. 4. 2～   8. 8.10    8. 4. 1～  10. 3.31   54. 4. 1～  55. 3.31

片　山　晴　夫 〃 高　橋　忠　一 助 教 授 知　北　鷹　次
   8. 8.11～  12. 8.10   10. 4. 1～  14. 3.31   55. 4. 1～  57. 3.31

中　田　進　一 〃 福　井　凱　将 教　　授 飯　田　　　武
  12. 8.11～  16. 3.31   14. 4. 1～  16. 3.31   57. 4. 1～  59. 3.31

菅　野　利　光
安　藤　　　豊 教　　授 高　橋　忠　一 助 教 授   59. 4. 1～  60. 3.31

 16. 4. 1～  20. 3.31   16. 4. 1～  18. 3.31 古　館　　　亨
中　村　公　子 〃 篠　木　芳　夫 教　　授   60. 4. 1～  61. 9.30

 20. 4. 1～  22. 3.31   18. 4. 1～　20. 3.31 袋　畑　義　春
和　田　恵　治 〃 石　井　由紀夫 〃   61.10. 1～平3. 3.31

 22. 4. 1～  23. 3.31   20. 4. 1～　24. 3.31 勝　沼　芳　彦
奥　山　哲　郎 〃 大　木　文　雄 〃   平 3. 4. 1～  7. 3.31

 23. 4. 1～   20. 4. 1～　 長谷川　　　致
   7. 4. 1～   9. 3.31

６．岩見沢館長（岩見沢分館長） 金　子　俊　之
   9. 4. 1～  11. 2.28

代 氏名・在職期間 所属・職名 小　池　昌　明
  11. 3. 1～  13. 3.31

赤　岩　金太郎 教　　授 夏　井　　　毅
  昭27. 5. 1～ 40. 6. 1   13. 4. 1～  15. 3.31

野辺地　東　洋 〃 成　田　和　弘
  40. 6. 1～  43. 3.31   15. 4. 1～  16. 3.31

齊　藤　二　郎 〃
  43. 4. 1～  44. 6. 1 成　田　和　弘
柏　村　一　郎 〃   16. 4. 1～  17. 3.31

  44. 6. 1～  48.11.16 橋　場　美紀雄
藤　波　信　成 〃   17. 4. 1～  19. 3.31

  48.11.16～  58.11.15 山　口　栄　三
藤　根　信　章 〃   19. 4. 1～  21. 3.31

  58.11.16～  62.11.15 阿　部　実　次
阿　部　秀　男 〃   21. 4. 1～  24. 3.31

  62.11.16～平  3.11.15 小　川　邦　彦
野　川　　　潔 〃   24. 4. 1～

   3.11.16～   7. 3.31

潟　沼　誠　二 〃
   7. 4. 1～  11. 3.31

奥　野　亮　輔 〃
  11. 4. 1～  14. 3.31

新　田　和　幸 助 教 授
  14. 4. 1～  16. 3.31

新　田　和　幸 助 教 授
  16. 4. 1～  18. 3.31

油　川　英　明 教　　授
  18. 4. 1～　20. 3.31

佐　藤　　　徹 〃
  20. 4. 1～　22. 3.31

岡　嶋　　　恒 〃
  22. 4. 1～　

－２０－

8

9

10

11

13

14

現

岩見沢館長

12

現

岩見沢分館長

初　　代

2

3

4

5

6

7

16

17

5

16

7

学術情報室長

14

18

19

20

21

15

附属図書館事務長

初　　代

(事務取扱)

2

3

4

8

9

7

現

釧路分館長

初　　代

2

3

4

現

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

10

11

6

12

16

13

釧路館長

14

15

16

13

15

旭川館長

9

10

11

12

14

15

初　　代

2

3

4

5

6

7

8

旭川分館長

７．学術情報室長（附属図書館事務長）



 

 

北海道教育大学附属図書館規則 

制定平成16年4月1日 

平成16年規則第20号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人北海道教育大

学運営規則（平成16年規則第17号。 

以下「運営規則」という。）第15条第２項の規

定に基づき，附属図書館の組織及び運営等に関

し必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 附属図書館は学生，職員，研究者及び地

域の人々が必要とする学術情報資源を収集，組

織化，保存，提供し，かつ，新たな価値を創生

することによって，本学における教育研究活動

を支援するとともに，国内外並びに地域社会に

おける学術研究の進展及び文化の振興に寄与

することを目的とする。 

（構成館） 

第３条 附属図書館に，これを構成する館として，

札幌館，函館館，旭川館，釧路館及び岩見沢館

（以下「構成館」という｡）を置く｡ 

（館長） 

第４条 附属図書館長（以下「館長」という｡）

は，学長の監督の下に，附属図書館に関する業

務を掌理する。 

（構成館長） 

第５条 構成館に，その長として，札幌館長，函

館館長，旭川館長，釧路館長及び岩見沢館長（以

下「構成館長」という｡）を置く。 

２ 構成館長は，館長を補佐し，当該構成館の業

務を掌理する。 

３ 学長は，次の各号のいずれかに該当する場合

に，構成館長の選考を行う。 

(1) 構成館長の任期が満了するとき。 

(2) 構成館長が辞職を申し出たとき。 

(3) 構成館長が欠員となったとき。 

４ 構成館長の選考は，前項第１号に該当する場

合は，任期満了の１月前に，同項第２号又は第

３号に該当する場合は，その都度速やかに行う。 

５ 運営規則第２条の３に規定する副学長は，当

該校の教授のうちから，構成館長候補者を学長

に推薦する。 

６ 構成館長の任期は，２年とし，再任される 

 

 
１１ 関係規則 

ことができる。ただし，補欠の構成館長の任期は，

前任者の残任期間とする。 

（図書館運営委員会） 

第６条 附属図書館の円滑な運営を図るため，附

属図書館に，図書館運営委員会を置く。 

２ 図書館運営委員会は，次に掲げる委員で組織

する。 

(1) 館長 

(2) 構成館長 

(3) 各校から選出された教授又は准教授各１

人 

(4) 学術情報室長 

３ 図書館運営委員会は，次の事項を審議する。 

(1) 運営の基本に関する事項 

(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に

関する事項 

(3) 必要な規則の制定改廃に関する事項 

(4) 配分予算及び施設に関する事項 

(5) 構成館に共通の事業に関する事項 

(6) 構成館所蔵資料の共同利用の事業に関す

る事項 

(7) その他必要と認められる事項 

４ 第２項第３号の委員の任期は，２年とし，再

任されることができる。ただし，補欠の委員の

任期は，前任者の残任期間とする。 

５ 図書館運営委員会に委員長を置き，館長をも

って充てる。 

６ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員

長が指名した構成館長が，その職務を代理する。 

７ 図書館運営委員会は，委員の３分の２以上が

出席しなければ，会議を開き，議決することが

できない。 

８ 議事は，出席した委員の過半数をもって決定

し，可否同数のときは，委員長の決するところ

による。 

９ 委員は，やむを得ない事由により出席できな

いときは，委員長に申し出て代理者を出席させ

ることができる。 

10 委員長が必要と認めたときは，委員以外の者

を図書館運営委員会に出席させ，意見を聴くこ

とができる。 

（専門委員会） 

第７条 特別の事項を調査研究するため，図書館

運営委員会に，専門委員会を置くことができる。 
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２ 専門委員会の組織及び運営については，別に

定める。 

（庶務） 

第８条 図書館運営委員会に関する庶務は，学術

情報室において処理する。 

（構成館運営委員会） 

第９条 構成館の円滑な運営を図るため，構成館

に，それぞれ構成館運営委員会を置く。 

２ 構成館運営委員会は，当該校の次に掲げる委

員で組織する。 

(1) 構成館長 

(2) 教員若干人 

(3) 事務長（札幌館にあっては，学術情報室長） 

３ 構成館運営委員会は，当該構成館に関する次

の事項を審議する。 

(1) 運営の基本に関する事項 

(2) 中期目標・中期計画及び年度計画の実施に

関する事項 

(3) 必要な規則の制定改廃に関する事項 

(4) 配分予算及び施設に関する事項 

(5) その他必要と認められる事項 

４ この条に定めるもののほか，構成館運営委員

会に関し必要な事項は，別に定める。 

（個人情報の漏えい防止） 

第10条 図書館資料に記録されている個人情報

（公文書等の管理に関する法律施行令第６条

第５号で規定する個人情報をいう。）について

は，国立大学法人北海道教育大学保有個人情報

管理規則（平成16年規則第165号）の規定に準

じて，その漏えい防止のための措置を講ずるも

のとする。 

（雑則） 

第11条 この規則に定めるもののほか，附属図書

館に関し必要な事項は，別に定める。 

附則 

１ この規則は，平成16年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日において，学長が行う構

成館長の選考については，第５条第５項中「教

授」とあるのは「教授又は助教授」と読み替え

るものとする。 

附則（平成19年３月30日平成18年規則第63号改

正） 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

附則（平成23年３月29日平成22年規則第41号改

正） 

この規則は，平成23年４月１日から施行する。 

附則（平成23年４月26日平成23年規則第１号改

正） 

この規則は，平成23年４月26日から施行する。 

附則（平成23年８月24日平成23年規則第42号改

正） 

この規則は，平成23年８月27日から施行する。 

附則（平成24年２月７日平成23年規則第69号改

正） 

この規則は，平成24年４月１日から施行する。 
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北海道教育大学附属図書館利用内規 

制定平成16年4月1日 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は，北海道教育大学附属図書館

規則（平成16年規則第20号）第10条の規定に基

づき，附属図書館の利用について，必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この内規において「利用」とは，次に掲

げるものをいう。 

(1) 図書館資料の館内閲覧及び館外貸出 

(2) 参考調査 

(3) 文献複写 

(4) 相互利用 

(5) 附属図書館の機器及び施設の利用 

２ この内規において「図書館資料」とは，附属

図書館が所蔵する次に掲げるものをいう。 

(1) 図書 

(2) 逐次刊行物 

(3) 視聴覚資料 

(4) 電子的資料 

(5) 貴重資料 

(6) その他の資料 

３ この内規において「利用者」とは，次に掲げ

る者をいう。 

(1) 北海道教育大学（以下「本学」という｡）

の学部学生及び館長又は構成館長（以下「館

長等」という｡）がこれに準ずると認めた者

（以下「学部学生等」という｡） 

(2) 本学の大学院生及び館長等がこれに準ず

ると認めた者（以下「院生等」という｡） 

(3) 本学の職員及び館長等がこれに準ずると

認めた者（以下「職員等」という｡） 

(4) 附属図書館の利用を申し出た学外者 

（図書館利用証） 

第３条 附属図書館を利用しようとする者には，

申し出により，図書館利用証を交付する。ただ

し，前条第３項第１号及び第２号に掲げる者は，

学生証を図書館利用証とすることができる。 

２ 図書館利用証を紛失した者は，直ちに届け出，

再交付を希望するときは，所定の手続により，

再交付を受けることができる。 

３ 図書館利用証は，他人に転貸してはならない。

この場合において，転貸により生じた事故の責

めは，本人が負うものとする。 

（開館時間及び休館日） 

第４条 開館時間及び休館日は次のとおりとす

る。ただし，館長等が必要と認めるときは変更

することができる。 

 

8時30分～22時00分 

平日          （岩見沢館にあっては， 

開                         8時30分～21時00分） 

 館  国民の祝日に関する法 

時  律(昭和23年法律第178  10時00分～17時00分 

間  号)に規定する休日並び 

に日曜日及び土曜日 

年末年始（12月29日～１月３日） 

休  入学試験，定期試験及び諸行事等の実施に伴い休

館  館する日 

日  館内図書整理等に伴い臨時に休館する日 

 

（館内閲覧） 

第５条 利用者は，閲覧室等で図書館資料を自由

に閲覧することができる。ただし，次に掲げる

図書館資料については，所定の手続を経て，閲

覧することができる。 

(1) 書庫に所蔵する図書館資料 

(2) 貴重資料 

(3) 電子的資料 

２ 構成館長は，閲覧室が非常に混雑している場

合等，学生の学習及び教員の教育研究に支障を

きたすおそれがあると認めたときは，図書館資

料の閲覧を制限することができる。 

（閲覧資料の制限） 

第６条 前条にかかわらず，次の各号のいずれか

に該当するときは，閲覧を制限することができ

る。 

(1) 図書館資料の原資料を利用に供すること

により，当該原資料の破損若しくはその汚損

を生じるおそれがある場合又は附属図書館に

おいて当該原資料が現に使用されている場合 

(2) 個人又は独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律（平成13年法律第140号。

以下「情報公開法」という｡）第５条第２号に

規定する法人等から寄贈又は寄託を受けてい

る場合で，当該資料の全部又は一部を一定の

期間公にしないことを条件にしている場合の

当該期間が経過するまでの間 

(3) 情報公開法第５条第１号及び第２号に規
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定する情報（個人情報に係る部分等）が記録さ

れていると認められる場合における当該情報

が記録されている部分 

（館外貸出） 

第７条 利用者は，所定の手続を経て，図書館資

料の貸出を受けることができる。 

２ 貸出資料の冊数，期間及び貸出禁止資料は次

のとおりとする。ただし，館長等が必要と認め

たときは変更することができる。 

  

(1)貸出冊数及び貸出期間 

利用者区分      貸出冊数     貸出期間 

学部学生等        10冊以内     14日以内 

院生等            20冊以内     30日以内 

職員等            20冊以内     30日以内 

利用を申し出た     5冊以内   14日以内 

学外者 

(2) 貸出禁止資料 

ア貴重資料 

イ参考図書 

ウ逐次刊行物 

エ視聴覚資料 

オその他館長等の指定した資料 

３ 貸出を受けた利用者は，次の各号のいずれか

に該当するときは，直ちにその図書館資料を返

却しなければならない。 

(1) 返却期限が到来したとき。 

(2) 本学の学部学生等，院生等及び職員等がそ

の身分を失ったとき。 

(3) 館長等が必要と認めたとき。 

（参考調査） 

第８条 利用者は，学習，教育又は研究のために

必要な文献調査及び情報の提供を依頼するこ

とができる。 

（文献複写） 

第９条 利用者は，学習，教育又は研究のため必

要があるときは，所定の手続により，文献複写

を依頼することができる。 

２ 本学の文献複写料金は，学内の構成館間の依

頼でその経費を移算するものを除き，次のとお

りとし，送料は，実費を徴収するものとする。 

利用者区分       電子式複写（Ａ３判以下） 

学  外            １枚につき35円 

学  内            １枚につき20円 

 

（相互利用） 

第10条 利用者は，学習，教育又は研究のため必

要があるときは，所定の手続により，他の図書

館等の利用について斡旋を依頼することがで

きる。 

２ 他の図書館等から，利用の依頼があったとき

は，学内の利用に支障のない範囲内でこれに応

ずることができる。 

３ 現物貸借の送料は，特別の定めがない限り，

実費を徴収するものとする。 

（研究室備付資料） 

第11条 職員は，第７条にかかわらず，研究費等

の経費によって購入した図書館資料を，研究室

等に備え付けることができる。 

２ 職員は，前項により備え付けた図書館資料を

必要としなくなったとき又は退職，転任等によ

り，その身分を失ったときは，直ちに返却しな

ければならない。 

３ 研究室備付資料のうち，利用者から利用の申

し出があったものは，支障のない限り利用に供

するものとする。 

（弁償責任） 

第12条 利用者は，故意又は過失により，図書館

資料を汚損若しくは亡失したとき又は附属図

書館の施設若しくは機器に損害を与えたとき

は，これを弁償しなければならない。 

（利用規律） 

第13条 利用者は，附属図書館の利用に当たって

は，図書館職員の指示に従わなければならない。 

２ 館長等は，図書館職員の指示に従わない者又

はこの内規に違反した者に対し，利用を禁止す

ることができる。 

（雑則） 

第14条 利用者の閲覧に供するため，図書館資料

の目録及びこの内規を常時閲覧室内に備え付

けるものとする。 

２ この内規に定めるもののほか，附属図書館の

利用に関し必要な事項は，別に定める。 

附則 

この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

附則 

この内規は，平成23年４月１日から施行する。 
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